
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２７年１１月　６日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

該当なし

6   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 備考

1 1号機
残留熱除去機器冷却海水系ポンプ（Ｃ）の点検期限を点検計画に基づき平成２７年１１月とし
ていたが、、他作業との兼ね合いにより点検工程の変更が必要となったことから、マニュアル
に従い、検討評価し点検期限を１ヶ月延長。

ＧⅢ

2 3号機
原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ／Ｂ）出口温度打点式記録計において、印字不良（印字駆動
部の劣化により、正常に打点（印字）しない）が認められたため、当該駆動機構を点検・修理。

ＧⅢ

3 3号機
所内高圧電源設備配電盤（メタクラ）３ＳＢ－２（３Ａ）において、盤内にしゃ断器の一部と思わ
れる部品の落下が認められたため、当該しゃ断器を点検・修理。

―

H28.3.29再審議に
て、折損等がなく当
該盤の部品ではない
ことが確認されたた
め削除。

4 3号機
所内高圧電源設備配電盤（メタクラ）３ＳＢ－２（７Ｂ）において、盤内にしゃ断器の一部と思わ
れる部品の落下が認められたため、当該しゃ断器を点検・修理。

ＧⅢ

5
1･2号廃棄物

処理設備
１号機放射性廃棄物処理系放射性廃液移送配管用トレンチ（管理区域）内において、床面に
滞留水（約３７００リットル、汚染なし）が認められたため、当該原因調査・対策検討。

ＧⅢ

6 その他
一次水処理設備木戸川水移送配管排泥弁（Ｎｏ．６）において、弁の閉固着（開操作できず）
が認められたため、当該弁を点検・修理。

ＧⅢ

平成２７年度　不適合管理委員会報告情報（平成２７年１１月　６日（金）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
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そ の 他：


